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る被保護世帯に対しては保護廃止後であっても、居所の

調査や確認を行い、債権残高や回収コストを考慮したう

えで自宅訪問などの追跡調査を行い収納率をあげていく

べきである。 

３６ 

生活保護費については、その３/４が国の負担とされ、調

定された返還金・徴収金は、回収されるか不納欠損処理

されるまでは全額が宮崎市の負担を負うこととなるた

め、事務の効率化等の観点からも、回収見込みがなく、

消滅時効が完成してしまったものについては、遅滞なく

不納欠損処理を行う必要がある。 

３７ 

「現業員等による生活保護費の詐取等の不正防止等につ

いて」（平成２１年３月９日社援保発第０３０９００１号

厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に記載された「生

活保護費の窓口払いが行われている実施機関について

は、窓口払いの必要性を検討し、可能な限り縮減を図る

こと。」の趣旨からも保護費の窓口払いの件数をなお一層

減らしていくべきである。 

第１０ ケース診断会

議 

３８ 

ケース診断会議の実施要領で法第７８条や法第６３条に

ついては、特別な事情を有するものとの定めがあるが、

法第７８条や法第６３条の適用件数は毎年増加傾向にあ

り、これを抑制するという意味でも、通達を踏まえてケ

ース診断会議を開催し、重要なケースについてはその結

果を確実に周知するようにすべきである。 

３９ 

ケース診断会議の実施要領で原則的な構成員とされてい

るのであるから、重要なケースについては、所長も出席

の上で組織全体としての検討を心掛けることが望まし

い。 

第１１ 就労支援・自立

支援 
４０ 

「評価シート」の重要性に鑑みれば、今後のプラン作成

や事後的な検証に資するためにも、プラン同様「評価シ

ート」も遺漏無くケース記録に編綴されるべきと考える。 

第１３ 組織体制 ４１ 宮崎市では、査察指導員のうち４０％（１０人中４人）
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